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Ⅲ 争点

１ 基本的な減免対象者となるための要件について

⑴ 申請者資格に関する論点

① 総論

2015年４月現在の韓国独禁法体系における課徴金減免申請は，自主申告者と

調査協力者の両方で「単独申請」が原則である。一方では，2009年５月13日か

ら施行された改正施行令 によると，二つ以上の事業者が「実質的な支配関係に

ある系列会社」か，または「会社分割や営業譲渡の当事会社」であって，一緒

に当該違反行為に参加したことがない場合，共同で不当な取引制限であること

を立証するのに必要な証拠を提出したとしても「単独申請」としてみなされ（以

下，共同減免申請とする) ，自主申告者または調査協力者になり得る。

しかし，このような共同減免申請が認められるための要件が韓国独禁法や施

行令はもちろん，減免告示においても必ずしも明確ではない部分がある。また，

課徴金減免申請は原則的に自社の違反行為に対して自らが行うものであるであ

るにも拘わらず，韓国においては，これまでの事例において「代位」や「代理

申告」が認められたことがあり，やはり議論の対象となっている。

② 共同減免申請における諸問題

ア 実質的な支配関係について

2015年４月現在，共同減免申請が認められるための要件である「実質的な支

配関係」の判断基準については韓国独禁法（2015年１月20日改正，同年同日よ

り施行（法第13071号)）や施行令（2014年12月９日改正，2015年１月１日よ

り施行（大統領令第25840号））に明示されておらず，減免告示において，ある

事業者が他の事業者の株式をすべて有しているか ，またはある事業者が他の

事業者の株式をすべて有しているわけではないが，株式所有比率，当該事業者

の認識，役員兼任，会計の統合，日常的な指示に関する状況，販売条件等に関

する独自的決定権，当該事案の性格等の諸事情を考慮した時，ある事業者が他

の事業者を実質的に支配することにより，これらの者が相互独立的に経営され

るものではないと判断された場合，実質的な支配関係が存在し，共同減免申請

が可能になるとされている 。但し，後者に該当するとしても当該事業者らが
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「競争関係」にあるならば，実質的な支配関係にあるとは認められず，競争関

係の存否の判断は，検討対象市場の現況，他の競争事業者の認識，当該事業者

らの活動等の総合的な考慮によるとされている 。

実質的な支配関係の存在時期

これらにおいて，まず，論点になり得るのは，まず，実質的な支配関係が存

在する時期が不明確なことである。すなわち，前記脚注⑵の施行令の条文 を読

む限りは，証拠提出時，すなわち「共同減免申請時」に実質的な支配関係が存

在すればよく，「違反行為時」においてまでは要求されていないようにも読める。

実際に，韓国公取委が発表した，共同減免申請が可能となったことについての

プレスリリースを見ると，共同減免申請を可能にした理由のひとつとして，二

つ以上の事業者が実質的な支配関係にある場合，証拠資料や従業員を共有して

いることが多々あるにも拘わらず，各事業者が各自証拠資料の提出を行い，そ

れによって減免対象者になるとすれば，その結果，各事業者の利害関係が衝突

し，提出された証拠資料が韓国公取委の調査に役立つものになるか否か判定が

困難になるという点を挙げている 。このことから，「共同減免申請時」に実質

的な支配関係が存在すれば共同減免申請が可能であり，それによって韓国公取

委の調査がスムーズに行われることになるという見解がある 。しかし，このよ

うな見解は韓国公取委による執行に重点をおいたものであり，立法趣旨として

明言されているわけではないものの，実質的な支配関係にある事業者同士の共

同減免申請が必要な根本的な理由は，複数の事業者が一つの競争単位として一

緒に違反行為を行ったことに対し，まとめて一つの事業者として数えて順位を

与えることであることを思うと，共同減免申請時に実質的な支配関係が存在す

ればよいという見解は妥当性を欠くものと思われる。また，上記アに記された，

ある事業者が他の事業者の株式をすべて有してはいない場合において，実質的

な支配関係の判断要素となっている，日常的な指示に関する状況，販売条件等

に関する独自的決定権及び但書における競争関係の存否等は，違反行為時の状

況と密接な関係があるものと思われる 。なお，2015年４月現在，この実質的

な支配関係の存在時期について正面から争われた事例は存在せず，後述する

LPG談合事件（ のｃ参照）で挙げられた理由からも明確な見解を読み取るこ

とはできない。
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実質的な支配関係の判断基準

二つ目の論点としては，同じく上記アに記された，ある事業者が他の事業者

の株式をすべて有してはいない場合における判断基準の曖昧さがある。すなわ

ち，ある事業者が他の事業者の株式をすべて有することは客観的な判断が可能

であるため，この全株式保有に基づく共同減免申請の可否判断はただちに下せ

るが，そうではない株式所有関係である場合，「実質的な支配」及び「相互独立

的な経営」の判断基準が不明確であることから，共同減免申請の可否判断がす

ぐにはできなくなる可能性がある。そのため，これに関する判断基準は，韓国

独禁法第３章の企業結合及び経済力集中の抑制 における「系列会社」の基準

を用いるべきだという考え方と ，不当な取引制限に関する告示である，「共同

行為審査基準」 において「事実上の一つの事業者」の判断基準 を用いるべき

だという考え方に分かれている 。

ａ 系列会社」基準

系列会社」とは，韓国独禁法における同一「企業集団」 の中に含まれる複

数の事業者相互間を指す言葉であるが ，この系列会社に含まれるか否かは，

形式的な基準として同一人が単独でまたは関係人 と合わせて当該事業者の

発行株式総数の100分の30以上を支配し，且つ，最多出資者である場合，もし

くは，実質的な基準として，①同一人に代表取締役の任免権があるか，または

役員の100分の50以上を選任もしくは選任することが可能であるか，②同一人

が直接または関係人を通じて当該事業者の組織変更，新規投資等，主な意思決

定もしくは業務執行に支配的な影響力をもっているか，③当該事業者と同一人

が支配する他の事業者の間に役員兼任，移動等の人事交流があるか，④通常の

範囲を超えて同一人または関係人と資金，資産，商品・役務等の取引を行って

いるか，もしくは債務保証契約を結んでいる事業者同士，その他当該事業者が

同一人の企業集団の系列会社として認められる営業上の表示を行う等，社会通

念上，経済的同一体として認められているかのうち，いずれかに当たれば系列

会社であるとされている 。

実質的な支配関係の基準として，この「系列会社」の判断基準を採るべきだ

という見解の根拠は，上記アで述べられた減免告示における実質的な支配関係

の判断基準と系列会社の判断基準の間に実質的な違いはなく，また別々のもの
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として扱う理由も特に存在しないためとされている 。この見解によると，「系

列会社」であるならば，実質的な支配関係があるものとして共同減免申請が可

能になる。

ｂ 事実上の一つの事業者」基準

一方，共同行為審査基準においては，もし，複数の事業者を実質的・経済的

な観点から「事実上の一つの事業者」とすることができる場合，当該事業者間

で結ばれた不当な取引制限に関する合意があり，その後，当該合意に基づく違

反行為があったとしても不当な取引制限が成立しないとされている 。この

「事実上の一つの事業者」として認められるための要件は，ある事業者が他の

事業者の株式をすべて有している場合はもちろん ，事業者が他の事業者の株

式をすべて有しているわけではないが，株式所有比率，当該事業者の認識，役

員兼任，会計の統合，日常的な指示に関する状況，販売条件等に関する独自的

決定権，当該事案の性格等の諸事情を考慮した時，ある事業者が他の事業者を

実質的に支配することにより，これらの事業者が相互独立的に経営されるもの

ではないと判断された場合である 。

実質的な支配関係の基準として共同行為審査基準での判断基準を採るべきだ

という考え方は，減免告示における実質的支配基準の判断基準と共同行為審査

基準における事実上の一つの事業者の判断基準が同じであること及び EUと米

国における「経済的同一体（an economic unitや single economic entity）」

の考え方を参考にすれば，共同減免申請が認められるための要件は系列会社と

して認められるためのものよりも狭い範囲に限定すべきだということを理由と

して挙げている 。

ｃ 分析

確かに韓国における見解は分かれているが，これらの二つの判断基準は，両

者の間に株式の所有比率の違い（発行株式総数の100分の30以上を支配し，且

つ，最多出資者であること対株式所有比率）と共同行為審査基準の但書に明示

された競争関係有無の文言を除けば内容上の違いはほとんどないと思われる。

しかし敢えて言えば，共同行為審査基準の方が複数の事業者が違反行為をした

にも拘わらず，一定の要件を満たした場合，事実上の一つの事業者として不当
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な取引制限を行ったとされ，その結果，不当な取引制限そのものが成立しない

ことになるため，企業結合や経済力集中の抑制における結合関係に比べて認め

られるための要件は厳しいものと思われる。

この点について，ソウル高等裁判所は，2003年１月から2008年８月まで行わ

れたとされる LPG談合事件において SKガス（株）が同一企業集団の系列会社

である，SK（株) 及び SKエナジー（株) とともに課徴金減免申請を行った

にも拘わらず，SK（株）及び SKエナジー（株）については共同で１位調査協

力者としての地位を認めたが，SKガス（株）については，共同減免申請による

１位調査協力者ではなく，２位調査協力者とした 。SKガス（株）が２位調査

協力者となったのは，当該事業者が SK（株）及び SKエナジー（株）と競争関

係にあること並びに SK（株）による，SKガス（株）への直接的，間接的株式

保有比率が50％に満たないこと，そして人的交流等の面から相互独立的な経営

が行われたことから実質的な支配関係が存在しないとされたためであった。SK

ガス（株）が同一企業集団の系列会社であるにも拘わらず，これらの理由によ

り実質的な支配関係が認められなかったことから，韓国の裁判所はどちらかと

言えば「共同行為審査基準」の見解を採っているように思われる。

イ 実質的な支配関係にある系列会社同士による共同減免申請の可否

付随的な論点として，兄弟会社同士も共同減免申請が可能かというものがあ

る 。すなわち，減免告示４条の２第１項２号の本文における実質的な支配関

係の概念を広く捉えて同一の親会社の下の子会社同士も共同減免申請が可能か

ということである。この点については，共同減免申請の制度趣旨が事実上一つ

の事業者の行為に対して共同減免申請を可能にすることであるから，当該告示

に明示された，実質的に支配「する会社」と「される会社」の両者に限定する

必要はなく実質的な支配関係にある系列会社同士も共同減免申請が可能だとい

う見解がある。実際に韓国公取委も製版フィルムとプレート に関する不当な

取引制限において同一の親会社をもつ兄弟会社同士である（株）Sungdo GLと

（株）Sungdo Soluwinが２番目に共同減免申請をしたことに対し，２社とも２

位自主申告者に当たるとした 。

しかし，「ある事業者が他の事業者を実質的に支配することにより」という文

言は明らかに実質的に支配「する会社」と「される会社」の両者に限定するも
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のであり，同一の親会社の下の系列会社同士にまで適用範囲を拡大させるのは，

明らかに行き過ぎた拡大解釈だと思われる。

ウ 減免申請の代位，代理申告及び減免申請者の地位の承継

韓国独禁法において明示的に共同減免申請が可能となる前，大きな争点で

あったものとして減免申請を代位または代理申告の方法で行うこと及び減免申

請を行った事業者がその地位を認められなかったわけでもないのに減免申請者

としての地位を他の事業者が承継することが可能かというものがあった。この

点についてこれまではもちろん，2015年４月現在の韓国独禁法にも明示的には

認められていない。しかし，業界再編が盛んな韓国においては，不当な取引制

限を行ってきた事業者が旧会社として存続し，事業の一部を承継または吸収し

た事業者（以下，新会社とする）が当該違反行為を引き続き行った後，減免申

請を行うことが珍しいことではない。したがって，このような場合，新会社に

よる減免申請が旧会社を代位または代理したものとして扱われることや新会社

がもつ減免申請者の地位を旧会社が承継することの可否が論点となってきた。

これについて韓国最高裁は韓国独禁法上の明文がないにも拘わらず，場合に

よっては代位または代理としての減免申請もしくは減免申請者の地位の承継が

可能であるとしてきた。韓国独禁法改正による共同減免申請の明文が存在する

現在は（2015年４月），自主申告（または調査協力）を行った事業者同士が実質

的な支配関係にあるか，または会社の分割または営業譲渡の当事会社であって

一緒に当該違反行為に参加したことがないならば，共同減免申請の形で解決で

きる場合もあると思われるが，減免申請には迅速性が要求されるため，共同減

免申請が間に合わなかった場合も多々あるとして，いまだに厳格な要件のもと，

減免申請の代位や代理申告もしくは減免申請者の地位の承継を認めるべきであ

るという見解もある 。共同減免申請が可能となった後は，この論点が正面か

ら争点となった事例はないが，共同減免申請条項新設以前においてこれらの可

否が争われたいくつかの事例を検討し，分析を行う。
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石油化学製品製造事業者間の不当な取引制限

ａ 前提となる事実関係

(株）現代石油化学は，経営状態悪化により，（株）LG化学と湖南石油化学（株）

のコンソーシアムに買収され（2003年６月26日），同社が生産する石油化学製

品は（株）LG化学と湖南石油化学（株）が2003年10月１日より販売を代行す

ることとなった。当該企業結合審査において韓国公取委は，（株）現代石油化学

の２系列あるプラントを系列別にそれぞれ（株）LG化学と湖南石油化学（株）

へ１年６か月以内に事業譲渡する（営業部門は６か月以内）という問題解消措

置の履行を条件とした，条件付承認を行った。

その結果，（株）現代石油化学がもっていた２系列のプラントのうち，第１系

列を（株）LG化学が取得後，分離し，新設法人である（株）LG大山石油化学

とする一方，第２系列を湖南石油化学（株）が取得後，分離し，新設法人であ

る（株）ロッテ大山石油化学とした（2005年１月１日) 。そして，（株）現代

石油化学のうち，このようなプラント分離後の残りの部門が商号を（株）

SEETECと変え，プラント内の熱併合発電所，陸上出荷施設，港湾施設等を保

有し，（株）LG大山石油化学及び（株）ロッテ大山石油化学に対して電気，酸

素，水素，窒素等のユーテイリティ供給や施設管理，物流管理・支援等を行っ

ていた。なお，（株）SEETECの株式は，（株）LG大山石油化学と（株）ロッ

テ大山石油化学がそれぞれ50％ずつ保有していた。その後，（株）LG大山石油

化学は（株）LG化学に ，（株）ロッテ大山石油化学は湖南石油化学（株）に

それぞれ吸収合併された。
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ｂ PP ，HDPE ，LDPE ，LLDPE についての不当な取引制限に関す

る事実関係

(株）SEETEC や（株）LG化学，湖南石油化学（株）等の合成樹脂製造販

売事業者９社は，1994年４月28日頃から PP，HDPE，LDPE，LLDPEの販売

価格，販売量等について合意し，実施してきたが，2005年４月末，韓国公取委

が立入検査を行ったことにより，終了した 。

そして，韓国公取委は，① PP，②HDPE，③ LDPE及び LLDPEをそれぞ

れ当該商品役務とする三つの検討対象市場が成立するとした。これらの商品役

務すべてに関しては湖南石油化学（株）が第１位調査協力者となり，PP及び

HDPEに関しては三星・トータル（株）が，LDPE及び LLDPEに関しては，

（株）LG化学がそれぞれ第２位調査協力者となった。その結果，それぞれの商

品役務に関する検討対象市場において，湖南石油化学（株）は課徴金が全額免

除されたが，第２位調査協力者であったサムスン・トータル（株）と（株）LG

化学を含め，その他の事業者は是正命令及び課徴金納付命令を受けた 。

ｃ PP及びHDPEにおける代位，代理申告及び減免申請者の地位の承継

まず，PPに関する不当な取引制限において（株）SEETECは減免申請は行

わなかったものの，①株主である湖南石油化学（株）及び（株）LG化学の減免

申請によって韓国公取委が PPに関する調査に入り，その結果，自社に課徴金が

課される可能性があると認識していた，②課徴金減免申請を直接行わなかった

のは，PPの担当社員が退社していたためであり，それによって同申請が不可能

であった，③これらのことから，（株）SEETECは株主である他の事業者の調査

協力者としての地位を自社が承継することができるとして，韓国公取委による

課徴金納付命令 に不服として控訴した。なお，（株）現代石油化学が（株）LG

大山石油化学と（株）ロッテ大山石油化学，（株）SEETECに分かれる際に結ば

れた分割契約書等 によると，分割以後に発生する（株）現代石油化学の偶発

債務は（株）SEETECの負担となるため，本来（株）現代石油化学が負担する

ことになったであろう，韓国独禁法上の課徴金も（株）SEETECに納付義務が

あるとされていた。

(株）SEETECの主張に対してソウル高裁は，①担当社員が退社したとしても

減免申請は可能であったにも拘わらず，しなかったこと，②そもそも（株）
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SEETECと湖南石油化学（株）がそれぞれ違反行為を行っていた期間が重複す

ること，③湖南石油化学（株）が行った減免申請の内容には（株）SEETECの

行為について明示されていなかったこと等により，株主である他の事業者の調

査協力者としての地位を（株）SEETECが承継することはできないとした 。

しかし，その後，韓国最高裁 は，①減免申請に関する当時の韓国独禁法及び

施行令においては，現在（2013年７月）のように，単独での減免申請が原則で

あることは明示されておらず，単に減免申請，調査協力，証拠の提供等が課徴

金減免のための要件であって，特定の減免申請方式が要求されているとは言え

ないことから，代位または代理申告の方法で減免申請を行うことは可能である，

②湖南石油化学（株）が提出した減免申請書には，PPだけでなく，HDPEや

LDPE，LLDPEに関する不当な取引制限についても明記されているが LDPE

や LLDPEについてはすでに代位または代理申告が認められたことから，PP

に対してのみ代位または代理申告が認められないとすべき理由はない，③湖南

石油化学（株）は（株）SEETECの株式の50％を保有しており，もし（株）

SEETECが課徴金を支払うことになれば自社の経済的損失にもつながること

から，自社だけでなく，（株）SEETECへの課徴金も一緒に減免を受けるため，

（株）SEETECの不当な取引制限に関して代位または代理申告する必要性が

あった，④（株）SEETECは当該不当な取引制限に関する資料がすべて（株）

ロッテ大山石油化学と（株）LG大山石油化学に移されたため，何も資料をもっ

ていなかった状況の下で，湖南石油化学（株）の減免申請による効果を自社に

帰属させようという意思があったと見るべきであることを理由に，湖南石油化

学（株）は減免申請に関して（株）SEETECを代位または代理申告したとみな

すべきであり，その結果，（株）SEETECは湖南石油化学（株）と同等の比率で

課徴金減免を受けられることが可能であるとした。

次に，HDPEにおいても（株）SEETECは減免申請を行わなかったが，韓国

公取委からの課徴金納付命令 に不服として控訴した。本件において（株）

SEETECは，①担当社員の退職によって自社が直接減免申請を行うことは事実

上困難であった，②自社の株主である湖南石油化学（株）及び（株）LG化学が

それぞれ調査協力者として100％と40％の課徴金の減免を受けたことを勘案す

ると，衡平の原則上，株主の事業者の調査協力者としての地位は自社が承継で

きると主張した。これに対してソウル高裁は，①（株）SEETECが担当社員の
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退社により減免申請が事実上困難であったこと及び株主である他の事業者が減

免申請を行ったことは減免申請者としての地位の承継が行われたとみなすため

の法的な根拠にはならない，②そもそも（株）SEETECはもはや社内に当該事

件に係る資料を保管していないという理由で具体的な資料を全く提出していな

いため，減免申請者としての資格をもっていない，③湖南石油化学（株）が行っ

た減免申請の内容には（株）SEETECの行為について明示されていなかったこ

とから，（株）SEETECが株主である他の事業者の調査協力者としての地位を承

継することはできないとした 。しかし，その後の韓国最高裁判決は，上記の

PPと同じ判旨をもって湖南石油化学（株）は（株）SEETECを代位または代

理申告したとみなすべきであり，その結果，（株）SEETECは湖南石油化学（株）

と同等の比率で課徴金減免を受けられることが可能であるとした 。

ｄ LDPE，LLDPEにおける代位，代理申告及び減免申請者の地位の承継

LDPE，LLDPEに関する不当な取引制限において，（株）SEETECは，韓国

公取委からの課徴金納付命令 に対し，①減免対象者となった湖南石油化学

（株）及び（株）LG化学がそれぞれ自社の株式を50％ずつ保有していること，

②湖南石油化学（株）及び（株）LG化学は（株）SEETECの前身である（株）

現代石油化学から分割された（株）ロッテ大山石油化学と（株）LG大山石油化

学をそれぞれ吸収合併したものであることから，湖南石油化学（株）及び（株）

LG化学による調査協力者としての減免申請は，経済的同一体である親会社が

行ったものか，または分割前の事業者が行っていた不当な取引制限について当

該事業者と合併した事業者が行ったものとして扱うべきであって，その結果，

子会社であり，且つ，分割前の事業者の一部が旧会社として残った自社に対し

ても減免申請の効果が及ぶべきか，もしくは代位または代理申告としてみなす

べきである，③そもそも本件における湖南石油化学（株）による減免申請は，

ほぼ同時期に韓国公取委から代位による減免申請として認められた，後記の

SM に関する韓国公取委の議決での論理が同じく適用されるべきだとして，

当該命令に不服として控訴した。

これに対してソウル高裁は，①湖南石油化学（株）及び（株）LG化学による

調査協力者としての減免申請が行われた当時の韓国独禁法並びに施行令におい

ては，減免申請の方式について特定の方式を定めていないことから，必ず自ら
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減免申請をしなければいけないとは言えず，代位または代理申告も許される，

②湖南石油化学（株）が作成した減免申請書には，自社が（株）現代石油化学

の販売を代行しはじめた2003年10月１日からの違反行為だけでなく，（株）現

代石油化学が湖南石油化学（株）と（株）LG化学とのコンソーシアムに買収さ

れた，2003年６月26日より前から単独で行っていた違反行為についても記載

され，資料も提出されているが，これは2003年10月１日より前の不当な取引制

限に関し，（株）SEETECを代位して減免申請を行ったものとしてみなすことが

できるだけでなく，当該申請が代位のものとして認められた，後記の SM に関

する韓国公取委の議決での内容と変わらないものである，③湖南石油化学（株）

は（株）LG化学とともに（株）SEETECの株式を50％保有しており，もし（株）

SEETECが課徴金を納付することによって被るであろう損失は湖南石油化学

（株）の損失にもなることから，湖南石油化学（株）には（株）SEETECの課

徴金も減免を受ける目的で減免申請を行う必要性があったと思われる，④もは

や（株）SEETECには当該商品役務に関する生産及び営業組織が残っていない

ことから関連資料も乏しく，当該商品役務の生産等を引き継いだ湖南石油化学

（株）の方が相対的に減免申請を行いやすかったことを総合すると，湖南石油

化学（株）による減免申請の効果は（株）SEETECにも及ぶか，または代位や

代理申告によるものとみなすべきであるとした 。

そして，その後の韓国最高裁判決においても，湖南石油化学（株）が提出し

た減免申請書及び資料の中に（株）現代石油化学が買収される前に単独で行っ

ていた違反行為についても記載されていたことをもって，当該減免申請は湖南

石油化学（株）が自ら行った不当な取引制限についてのものであると同時に，

（株）現代石油化学の代理としてのものでもあったとみなすべきであるとされ

た 。その結果，同判決は，（株）SEETECに対しても湖南石油化学（株）に

適用される課徴金の減免率が適用されるべきであるとした。

ｅ SM における代位

本件は，韓国公取委により，（株）SEETEC ほか５社が2000年９月から2004

年８月まで産業用 SM に関して不当な取引制限を行ったとされたなかで，（株）

LG化学による減免申請が（株）SEETECに代位して行われたものとして認め

られた事例である 。この事例において韓国公取委は，（株）SEETECの株式
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総数の50％を保有する（株）LG化学が産業用 SM に関する不当な取引制限に

参加していなかったにも拘わらず，（株）現代石油化学が行っていた違反行為に

ついて減免申請を行ったことが（株）SEETECの代位としてなされたものであ

るとして，３位自主申告者と認め，（株）SEETECへの課徴金を40％減額し

た 。韓国公取委がこのような代位による減免申請を認めた理由は，（株）

SEETECが2005年１月１日に行われた（株）現代石油化学のプラント分離後，

産業用 SM を生産しておらず，営業組織や資料がすべて他の事業者に移された

ことから単独で減免申請を行うことが困難であったこと及び（株）SEETECの

確認書を通じて（株）LG化学による減免申請が自社を代位して行われたもので

あったことを確認する一方，（株）LG化学も自社の減免申請や陳述書は（株）

SEETECの代位行使であることを確認書で明白にしたからであった。

エレベーター製造事業者間の不当な取引制限

ａ 前提となる事実関係

2003年７月18日，東洋エレベーター（株）は子会社である東洋重工業（株）

との間にエレベーター部門についての事業譲渡契約を結んだ。事業譲渡日は同

年10月１日とされ，事業譲渡を受けた東洋重工業（株）は同年同日，ドイツの

ティッセンクルップの資本参加によりティッセンクルップ東洋エレベーター

（株）に商号変更を行った。その後，2008年８月７日，ティッセンクルップ東

洋エレベーター（株）は再びティッセンクルップエレベーターコリア（株）に

商号変更を行った。一方，東洋エレベーター（株）はエレベーター部門の事業

譲渡を行った後，残存部門のビジネスを行う事業者として（株）DYホールディ
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ングスに商号変更を行い，不動産及び株式投資会社として続いていた。

なお，事業譲渡契約書によれば，東洋重工業（株）は東洋エレベーター（株）

の債務を選択して引き受けることができ，当該引き受けた債務以外のものにつ

いては東洋エレベーター（株）に弁済責任があるとされた。さらに，2003年10

月１日以前に東洋エレベーター（株）によって行われた行為については，（株）

DYホールディングスが法的責任を負うことになっていた。

ｂ 代位，代理申告の可否

2008年９月25日，韓国公取委は，1996年４月頃から2005年11月24日まで

オーチス・エレベーター（有），ティッセンクルップエレベーターコリア（株），

（株）DYホールディングス，現代エレベーター（株），韓国三菱エレベーター

（株）が民間及び政府・地方公共団体向けのエレベーター販売契約に関する数

量配分，落札予定者，入札・落札価格に関して合意し，その結果，競争が制限

されたことが，不当な取引制限に当たるとした 。そのうえで韓国公取委は，

１位調査協力者であるティッセンクルップエレベーターコリア（株）を除いた

４社に対し，課徴金納付命令を行った。これに対し，（株）DYホールディング

スはティッセンクルップエレベーターコリア（株）がもつ１位調査協力者とし

ての地位の承継を主張し，課された課徴金額を不服として控訴した。なお，本

件に適用された，当時の韓国独禁法22条の２ 及び施行令35条 によると，

共同減免申請はまだ認められておらず，１位自主申告者は75％以上，１位調査

協力者は50％以上，２位以下の自主申告者及び調査協力者は50%未満の範囲で

課徴金減額が可能なだけであり，韓国公取委の議決には（株）DYホールディン

グスによる自主申告はもちろん，調査協力についてもまったく言及されなかっ

た。

その後，ソウル高裁及び韓国最高裁において（株）DYホールディングスは，

①事業譲渡によって資産，営業に関する情報，職員のほとんどがティッセンク

ルップエレベーターコリア（株）に移ったため，減免申請そのものが不可能な

状況であった ，②当時の韓国独禁法では共同減免申請が不可能であったた

め，ティッセンクルップエレベーターコリア（株）単独で減免申請が行われた

ものの，同減免申請の内容には（株）DYホールディングスの違反行為も含まれ

ていた，③（株）DYホールディングスは，ティッセンクルップエレベーターコ
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リア（株）が自社の違反行為まで減免申請を行ったことへの追認を明白な意思

によって示したことを挙げ，ティッセンクルップエレベーターコリア（株）に

よる減免申請は自社を代位または代理したものとみなすべきであると主張し

た。これに対して両裁判所は，2009年５月13日から施行された改正施行令によ

ると，一定の条件の下，共同減免申請が認められるようになったことから，減

免制度の趣旨から逸脱したものではないと認められる事情があるならば（例え

ば，改正施行令によって共同減免申請が可能となった，複数の事業者が実質的

な支配関係にある系列会社である場合や会社の分割または営業譲渡の当事会社

であって一緒に当該共同行為に参加したことがない場合等）例外的に共同減免

申請が認められるが，本件においては，①（株）DYホールディングスとティッ

センクルップエレベーターコリア（株）は確かに営業譲渡の当事会社同士であ

るものの，当該営業譲渡が行われるまで2件の違反行為（民間及び政府・地方公

共団体向けのエレベーター販売契約に関する不当な取引制限並びに大韓住宅公

社向けのエレベーター販売契約に関する不当な取引制限）にそれぞれ東洋エレ

ベーター（株）と東洋重工業（株）として一緒に参加したことがあるため，共

同減免申請は認められず，また減免申請の順位においてお互いの利害関係が相

反する，②ティッセンクルップエレベーターコリア（株）は自社の名前で調査

協力者として減免申請を行ったが，そこには（株）DYホールディングスの代位

または代理としての意思表示が明示されていない，③（株）DYホールディング

スとティッセンクルップエレベーターコリア（株）の前身である東洋重工業（株）

間に結ばれた事業譲渡に関する契約書によると，2003年10月１日より前に東

洋エレベーター（株）によって行われた韓国独禁法違反行為については（株）

DYホールディングスが責任を負うことに，同じく2003年10月１日より前に

東洋重工業（株）によって行われた韓国独禁法違反行為については，ティッセ

ンクルップエレベーターコリア（株）が責任を負うことになっているため，2003

年10月１日より前に東洋エレベーター（株）によって行われた違反行為に対す

る課徴金納付命令についてティッセンクルップエレベーターコリア（株）は利

害関係がない，④ティッセンクルップエレベーターコリア（株）が（株）DYホー

ルディングスを実質的に支配しているか，または両者の利害関係が一致してい

るとみるべき資料がない，⑤ティッセンクルップエレベーターコリア（株）に

よる１位調査協力者としての減免申請書の中に（株）DYホールディングスの違
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反行為に関する内容が一部含まれているとしても，それは１位調査協力者とし

ての協力行為の中に他の共同違反行為者の違反事実を含んでいたことに過ぎな

いことから，ティッセンクルップエレベーターコリア（株）が（株）DYホール

ディングスの代位または代理として減免申請を行ったとみることはできないと

した 。

分析

上記の判決例及び議決例から，韓国独禁法においては共同減免申請が条文上

認められる前から一定の条件の下，減免申請条文の拡大解釈によって減免申請

の代位，代理申告及び地位の承継が認められてきたことがわかる。ここでいう

「一定の条件の下」とは，実質的な経済的影響（例えば，株式の保有比率やあ

る事業者に課徴金減免が認められなかったならば，減免申請を行った，別の事

業者にも金銭的な損害が発生する等）があることやなんらかの形での減免申請

の代位，代理申告及び減免申請者の地位の承継の意思表示の存在またはこれら

の推定が可能であること等である。

しかし，このような韓国判決例及び議決例の判断については，まず，実質的

な経済的影響の判断基準があいまいである点を指摘できる。石油化学製品製造

事業者間の不当な取引制限の事例においては，たまたま50％の株式保有比率を

もって実質的な経済的影響があると認められたが，当該比率がもっと低くても

経済的影響を及ぼす可能性はあり，少しでも株式を保有すれば何らかの実質的

な経済的影響が存在するという論理も成立し得る。

また，減免申請書の中から他の事業者の代位や代理申告の意思が読み取れる

か否かは当該申請書の書き方によって左右されるだけでなく，仮に自社が行っ

ていない違反行為も含めて書いたとしても，上記のエレベーター製造事業者間

の不当な取引制限の事例のように，それが必ずしも代理申告の意図のもとで行

われたとは言い切れない場合があり，例えば，施行令に明記された，韓国公取

委への「証拠提出」の一環 または「誠実な協力」 をアピールするためのもの

である可能性もあることを指摘できる。

最後に，そもそも韓国民法及び行政法上の代位や代理申告及び減免申請者の

地位の承継がどのような要件のもとで韓国独禁法に適用できるのかについては

どの事例においても検討がなされていない。減免申請は厳格な要件のもとで行
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われるべき手続きであるべきにも拘わらず，要件について正面から検討がなさ

れていないまま認められたということは，今後，また別の理論をもって「実質

的」な共同減免申請が認められる可能性さえ孕んでいると思われる 。

このような減免申請の代位，代理申告及び減免申請者の地位の承継はまだ韓

国独禁法及び施行令等において共同減免申請が認められなかった時代，同申請

を認める現実的な必要性から考案されたものであって，施行令によって「実質

的な支配関係にある系列会社」か，または「会社分割や営業譲渡の当事会社」

であって，一緒に当該違反行為に参加したことがなければ共同減免申請が可能

になった現在（2015年４月）においては，これらの減免申請の代位，代理申告

及び減免申請者の地位の承継が正面から主張される可能性は少なくなったと思

われる。但し，現在の施行令で明記された，共同減免申請が可能となるための

要件は満たさないが，実質的な経済的影響があること等をもって，今後もこの

ような減免申請の代位，代理申告及び減免申請者の地位の承継が主張され，認

められる可能性が残っていると思われることから，ひき続き注意を傾ける必要

がある 。

（続きは次号に掲載予定）

⑴ 2009年５月13日改正，同年同日より施行（大統領令第21492号）。

⑵ 施行令35条第１項１号ガ，２号ナ，３号ガ。

⑶ 減免告示４条の２第１項１号。なお，本号における株式の所有には，議決権のない株式が

含まれるか否かについてこれまで明示されなかったが，2015年１月２日の改正（告示第

2014-19号）により，議決権のない株式は除外されることが明示された。

⑷ 減免告示４条の２第１項２号の本文。

⑸ 減免告示４条の２第１項２号の但書。

⑹ 不当な取引制限の立証に必要な証拠を単独で提出した最初の者であること。但し，共同行

為に参加した二つ以上の事業者が共同で証拠を提出する場合は，彼らが実質的な支配関係

にある系列会社か，または会社の分割や営業譲渡の当事会社であって，韓国公取委が定めた

要件に該当すれば単独で提供したものとしてみなされる（35条第１項１号ガ）（下線は筆者

によるものである）。

⑺ 韓国公取委のプレスリリース（2009年５月15日）。

⑻ 「 ―

―」『 26 』p.12（ ,2012)〔Park Sung Bom「不当

な取引制限における現行の減免申請制度の問題点及び改善案 ―減免申請者の観点からの

考察―」『競争法研究 第26巻』12頁（法文社，2012）参照〕。
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⑼ 「 」『 』p.208（ ,

2010)〔Yun Sin Sung「系列会社による共同減免申請制度」『独占禁止法の争点と課題』208

頁（法文社，2010）参照〕。

⑽ 経済力集中の抑制とは，韓国独禁法において一定規模以上の企業集団を対象として経済

力集中を抑制するために設けられた複数の違反類型を指す。但し，これらのものは，現在の

韓国における経済力集中を根本的に解決することを目的としているわけではなく，これま

で経済力集中の手段として使われてきた，循環出資（日本の株式持ち合いと類似したもの

で，例えば，Ａ社がＢ社に，Ｂ社がＣ社に，Ｃ社がＤ社に，Ｄ社がＡ社に出資すること）等

の禁止や制限によって経済力集中度がこれ以上高くならないようにしているものにすぎな

い（ 『 11 』 pp.233～234（ ,2014）〔Kwon Oh Seung『経済法

第11版』233～234頁（法文社，2014）参照〕）。

Park・前掲注⑻12頁。

韓国公取委例規第165号，2002年５月８日（改正及び施行日2012年８月21日）。

共同行為審査基準Ⅱの１のナ（２）(ガ）及び（ナ）の本文。

「「 」 」

pp.41～42（ ,2013）〔Jung Jong Chae「「独占規制及び公正取引に関す

る法律」における自主申告者等の減免要件」競争ジャーナル，第166号41～42頁（韓国公

正競争連合会，2013.1）参照〕。

同一人が会社である場合は，その同一人及び同一人が支配する一つ以上の会社の集団を

指し，同一人が会社ではない場合は，その同一人が支配する二つ以上の会社の集団を指す

（韓国独禁法２条第２号）。

韓国独禁法２条第３号参照。

①同一人の親族（配偶者，６親等以内の血族，４親等以内の姻戚のいずれかに該当），②

同一人が単独もしくは関係人と合わせて総出資額の100分の30以上を出資した最大出資

者であるか，または同一人もしくは関係人中の１人が設立者である非営利法人もしくは団

体（法人ではない社団もしくは財団），③同一人が直接または関係人を通じて役員の構成や

事業運営について支配的な影響力を行使している非営利法人もしくは団体，④同一人がこ

の施行令３条第１号または後記の第２号に該当し，事実上事業内容を支配している会社，⑤

同一人または上記②から④の使用人（同一人または上記②から④が法人である場合は役員

を指し，個人である場合は商業使用人及び被雇用者を指す）のいずれかに当たれば，韓国独

禁法上の「関係人」となる（施行令３条第１号ガ～マ）。なお，非営利法人または団体（法

人ではない社団もしくは財団）まで関係人に含まれている理由は，韓国の大企業のほとんど

が文化活動や教育支援のための複数の財団をもっているが（例えば，三星グループの三星福

祉財団，三星文化財団等），これらの財団は同一人及び関係人の影響力が強いとされている

からである。

施行令３条第１号及び２号。

Park・前掲注⑻12頁。

但し，入札談合及び当該合意に他の事業者が参加した場合は不当な取引制限が成立する
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（共同行為審査基準Ⅱの１のナ（２）(ガ）但書）。

前掲注 (ガ)。

前掲注 (ナ)。但し，検討対象市場の現況，当該事業者らの活動等を考慮した時，競争関

係にあることが認められる場合は，この限りではないとされる（同（ナ）但書）。

Jung・前掲注 42頁。

韓国公取委によると，2008年４月３日付で SKグループは資産総額順位において韓国第

４位であり（約72兆ウォン），SK（株）は2007年から同グループの持株会社である。

2011年１月１日より，SKエナジー（株）は，SKイノベーション（株）と社名を変更し，

その下に新設法人として SKエナジー（株），SK総合化学（株），SKルブリカンツ（株），

SK仁川石油化学（株），SKトレーディング・インターナショナル（株）が設立された。

2010年５月24日宣告，2010ヌ32091判決。なお，この判決に対して SKガス（株）は韓

国最高裁に上告し，2015年４月現在，係属中である。

Jung・前掲注 41頁。

印刷物を制作するため，フィルムからイメージの転写を受ける印刷版を指す。

韓国公取委2010年12月15日，議決第2010-063号。

減免申請の代位，代理申告及び減免申請者としての地位の承継はそれぞれ厳密な意味で

は異なるものと思われるが，韓国の実務においては，それらの法的効果に違いがないことに

注目してか，あまり厳密な区分せず，混在して使われている。

「 」『 ８ 』p.

81( ,2013)〔Lee Jae Hwan「合成樹脂談合事件関連判例の主要争点の検討」『経済

法判例研究 第８巻』81頁（法文社，2013）参照〕。

2012年12月よりロッテケミカル（株）となった。

(株）LG大山石油化学は（株）LG化学の出資比率100％であり，同じく（株）ロッテ大

山石油化学も湖南石油化学（株）の出資比率100％であった。

2006年１月１日。

2009年１月１日。

Poly Propylene（ポリプロピレン）を指し，主に自動車部品，家電部品，包装フィルム，

食品容器，キャップ，トレイ，コンテナ，パレット，衣装函，繊維，医療器具，日用品，ご

み容器等に使用される。

High Density Polyethylene（高密度ポリエチレン）を指し，主に包装材（フィルム，袋，

食品容器），シャンプー・リンス容器，バケツ，ガソリンタンク，灯油缶，コンテナ，パイ

プ等に使用される。

Low Density Polyethylene（低密度ポリエチレン）を指し，主に包装材（袋，ラップフィ

ルム，食品チューブ用途），農業用フィルム，電線被覆等に使用される。

Linear Low Density Polyethylene（直鎖状低密度ポリエチレン）を指し，主に各種フィ

ルム（食品，薬品，雑貨，機械工具等の包装用），パイプ，電線，食器，台所用品，食料品，

化粧品等のボトル等に使用される。

不当な取引制限を行ったのは（株）現代石油化学であったが，同事業者の旧会社として
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残ったのは（株）SEETECであったため，韓国公取委や裁判所は両社を区分せず，（株）

SEETECを名宛人及び当事会社とした。

但し，個別の商品役務ごとに，そして事業者ごとに少しずつ時期は異なる。この点に関し

ては次回，「一つの不当な取引制限における期間別減免申請の可能性」で論ずる。なお，（株）

SEETECは，2003年９月26日，（株）LG化学及び湖南石油化学（株）と販売代行委託契

約を結び，同年9月30日に国内営業を中断したことから，同年９月25日（PP，HDPE）

と30日（LDPE及び LLDPE）がそれぞれ終期とされた。

まず，PPに関する不当な取引制限においては，一部期間だけ参加した（株）SEETECほ

か３社を除いた事業者に対し，2005年３月８日に改正され，同年同日より施行された施行

令（大統領令第18736号）が適用されたか，同施行令によると，１位自主申告者は計算され

た課徴金の額に100分の75を乗じて得た金額以上を，１位調査協力者は同条によって計算

された課徴金の額に100分の50を乗じて得た金額以上を，２位以下のすべての自主申告者

及び調査協力者は同９条によって計算された課徴金の額に100分の50未満を乗じて得た

額をそれぞれ当該課徴金の額から減額するとされていた（同９条）。したがって，当時は３

位以下の減免申請者も韓国公取委の裁量で課徴金減免が可能であった。一方，（株）SEETEC

ほか３社に適用された施行令も，2004年３月17日に改正され，同年同日より施行されたも

のではあったが（大統領令18312号），課徴金減免の内容は上記の大統領令第18736号によ

るものと同じ内容であった。

次に，HDPE，LDPE及び LLDPEに関する不当な取引制限においては，一部期間だけ参

加した（株）SEETECほか１社を除いた事業者に適用された施行令は上記大統領令18736

号による施行令であり，（株）SEETECほか１社に適用された施行令は，上記大統領令18312

号による施行令であった。

韓国公取委2007年６月５日，議決第2007-301号。

2004年８月27日に（株）現代石油化学，（株）LG化学及び湖南石油化学（株）の間で結

ばれた分割契約書２条や2004年11月２日に（株）現代石油化学の取締役会で承認された同

事業者の分割計画書等を指す。

ソウル高裁2008年９月24日宣告，2008ヌ1810判決。なお，その後の韓国最高裁におい

てはこの代理または代行申告による調査協力者としての地位の承継について何も明示され

ず，売上額の算定に誤りがあるとして課徴金賦課そのものが取り消された。（韓国最高裁

2011年６月24日宣告，2008ドゥ18533判決）。

韓国最高裁2013年７月25日宣告，2012ドゥ29042判決。前掲注 の韓国最高裁の判決

後，韓国公取委は課徴金の再算定を行い，再度課徴金を課したが，（株）SEETECはそれに

不服として，提訴した。しかし，高裁判決では（株）SEETECが提出した証拠からは減免

申請の代位または代理申告を認めることはできないとされたため，（株）SEETECは韓国最

高裁に上告した。

韓国公取委2007年６月５日，議決第2007-300号。

ソウル高裁2009年２月５日宣告，2008ヌ1803判決。なお，その後の韓国最高裁におい

てはこの代理または代行申告による調査協力者としての地位の承継について何も明示され
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ず，売上額の算定に誤りがあるとして課徴金賦課そのものが取り消された。（韓国最高裁

2011年７月28日宣告，2009ドゥ4630判決）。

韓国最高裁2013年７月26日宣告，2012ドゥ29059判決。前掲注 の韓国最高裁の判決

後，韓国公取委は課徴金の再算定を行い，再度課徴金を課したが，（株）SEETECはそれに

不服として，提訴した。しかし，高裁判決では（株）SEETECが提出した証拠からは減免

申請の代位または代理申告を認めることはできないとされたため，（株）SEETECは韓国最

高裁に上告した。

韓国公取委2008年３月５日，議決第2008-082号。

Styrene Monomer（スチレンモノマー）を指し，ポリスチレン，ABS樹脂等のプラスチッ

クやゴム・塗料の原料となる化学物質である。

ソウル高裁2009年５月13日宣告，2008ヌ23733判決。一方，同裁判所は，（株）SEETEC

が（株）LG化学による減免申請も自社を代位して行ったものとして扱うか，または減額効

果は自社にも及ぶべきだと主張したことに対し，（株）LG化学が提出した減免申請書及びそ

の後の確認書には，① LDPEに関する違反行為についての記載は自社が直接生産・販売し

た1994年４月28日から2005年４月30日までの期間のみであったこと，②（株）現代石油

化学は経営難から LDPEのダンピングを行ってきたため，業界の中で安売り合戦が発生

し，不当な取引制限が行いにくくなっていたと明記されていたこと，③ LLDPEについて

は，（株）現代石油化学を湖南石油化学（株）とともに取得した後の販売代行期間（2003年

10月１日から2005年３月31日）に行った違反行為のみを記載したこと，④（株）LG化学

は（株）現代石油化学の取得前は LLDPEを生産・販売したことはなく，取得後の販売代行

によってはじめて販売できるようになったことから当該減免申請の内容が（株）現代石油化

学の行為も含まれているとは言い難いため，当該減免申請の効果が（株）SEETECに及ぶ

ようにする，もしくは代位による減免申請と認めることは困難だとした。

韓国最高裁2010年９月９日宣告，2009ドゥ8939判決。

韓国公取委2008年７月17日，議決第2008-202号。

施行令35条第１項～３項参照（大統領令第18736号）。

韓国公取委2008年９月25日，議決第2008-268号。但し，オーチス・エレベーター（有）

は LG産電（株）からエレベーターに関する事業譲渡を受けた1999年12月29日が，韓国

三菱エレベーター（株）はオーチス・エレベーター（有）との間で合意があった2002年初

がそれぞれ違反行為の始期とされた。また，（株）DYホールディングスは東洋エレベーター

（株）による事業譲渡が行われた2003年10月１日からはエレベーター事業を営んでいな

いことから2003年10月１日が違反行為の終期とされた。なお，このエレベーターに関する

不当な取引制限については，参加事業者や合意の方法がそれぞれ異なる，３つの検討対象市

場（①民間及び役所向け販売（但し，2001年以降の大韓住宅公社（現在の韓国土地住宅公

社（LH)）向けの販売は除外する），②2001年以降の大韓住宅公社向け販売，③老朽化した

エレベーター交換）がそれぞれ成立するとされた（韓国公取委2008年９月25日，議決第

2008-267及び269号）。これらは，当初，一つの不当な取引制限として扱われる予定であっ

たが，韓国公取委の調査・審査段階でのティッセンクルップエレベーターコリア（株）の意
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見書提出により，３つの検討対象市場が成立するとされた。そのため，それぞれの事件ごと

に減免対象者は異なることとなった。

2002年８月26日改正，2002年11月27日より施行（法律第6705号）。

2004年３月17日改正，同年同日より施行（大統領令第18312号）。

791人中，８人が（株）DYホールディングスに残ったのみであった。

ソウル高裁2009年12月９日宣告，2009ヌ2650判決及び韓国最高裁2010年９月９日宣

告，2010ドゥ2548判決。

2015年１月１日から施行されている現在（2015年４月）の施行令（大統領令第25840号）

35条第１項及び２項によると，減免対象者となるためには，「必要な証拠」の提出が必要で

あるとされていることから，自社が認知していることを可能な限り多く記載し提出するこ

とによって証拠として認めてもらう確率を高めようとすることは自然なことであると思わ

れる。

2015年１月１日から施行されている現在（2015年４月）の施行令（大統領令第25840号）

35条第１項によると，各自主申告者及び調査協力者となるためには，当該不当な共同行為

に関する事実をすべて述べ，関連資料を提出する等，調査が終わるまで「誠実に協力する」

ことが必要であるとされている。

一方，減免申請を一身専属的な公法行為とみなし，韓国独禁法において規定がないにも拘

わらず，法人格の異なる主体が一身専属的な公法行為を共同で行い，その効果を他の事業者

に帰属させることはできないという見解がある。この見解によると，現在（2015年４月）

の施行令で認められた要件以外は全く共同減免申請ができないことになる（Jung・前掲注

44頁参照）。

Lee・前掲注 参照。
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